
大和市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第２６号 

大和市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市介護保険条例施行規則（平成１２年大和市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「オ」を「エ」に、「令和７年度分」を「令和８年度分」に改め、同項第１号中イ

を削り、ウをイとし、エをウとし、オをエとし、同項第２号中「平成２８年度」を「平成２９年

度」に改め、附則に次の１項を加える。 

（令和８年度分の保険料の減免の特例） 

３ 第４条第１項の規定にかかわらず、条例附則第１４項の規定による減免は、条例附則第１２項

及び第１３項の規定により令和８年度分の地方税法の規定による市民税が課されているとみなさ

れた者に対して、条例附則第９項から第１１項までの規定により算定された保険料の額から条例

第６条第１項の規定により算定した保険料の額を控除した額について行うことができるものとす

る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


